
新時代イノベーション創出支援費補助金交付要綱 

 

（補助金の交付） 

第１条 知事は、スタートアップ等の先端技術を活用した新事業創出や事業拡大による持続的な賃上

げ環境の整備及び地域産業の基盤形成を図るため、県内事業者が行う第２条の事業に要する経費に

対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、徳島県補助金交付規則

（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、次の区分のいずれかに該当し、物価高騰や人手不足等の社会課題

解決に資する先端技術の社会実装、事業化に向けた実証実験、製品・サービスの開発若しくは事業

拡大に関する取組とする。 

（１）ソリューション開発型 

先端技術によるエネルギー・原材料費等のコスト低減や省人化・自動化・最適化等に繋がる

製品・サービス 

（２）キーデバイス開発型 

最終製品の省資源化、長寿命化、省エネ化等を実現する主要な機能部品・素材の製造 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号の全てに該当する事業者とする。 

（１）補助事業期間完了日までに徳島県内に本社、事業所、工場、その他の事業用施設を有し、補助

事業の主たる実施場所を徳島県内とする者であること。 

（２）補助事業において主たる技術・能力を持つ、若しくは実用化又は事業化後に主たる製品・サー

ビスの提供を行う者であること。 

（３）中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者のうち、独自の技術やアイデアをもとに新

たな事業領域を開拓し、短期間での飛躍的な成長を目指す者であって、次のいずれかに該当する

者であること。 

   ア 法人設立の日から起算して１５年を経過していない未上場の者であり、徳島県内の高等教育

機関により、同機関発のベンチャー企業等として認定されている者 

   イ 法人設立の日から起算して１５年を経過していない未上場の者であり、経済産業省の「J-

Startup」又は「J-Startup WEST」の選定事業者 

    ウ 知事がア及びイと同等のイノベーション創出能力を有すると認める者 

（４）この要綱による補助金の交付を受けようとする経費に対して、国、地方公共団体その他公的団

体で徳島県以外の者から補助金等の交付又は経費の負担を受けていない者又は受ける見込みのな

い者であること。 

（５）特定の政治活動又は宗教活動を主たる目的とする者ではないこと。 

（６）暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有しない者その他の法令又は公序良俗

に反する等により適当でないと認められる者でないこと。 



 

（補助対象経費等） 

第４条 補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、算出された

補助金の額に１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金交付申請書等） 

第５条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。 

２ 規則第３条の知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業計画書（別紙１） 

（２）経費明細表及び資金調達内訳表（別紙２） 

（３）その他附属資料 

３ 規則第３条の知事の定める期日は、知事が別に定める。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。 

（１）規則第５条第１項各号に掲げる事項 

（２）規則第１５条の２に規定する事項 

（３）補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」と

いう。）については、補助事業の完了後においても、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の

注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

 

（軽微な変更） 

第７条 規則第５条第１項第１号の知事が定める軽微な変更は、補助対象経費の区分相互間における

２０パーセント以内の金額の変更とする。 

２ 規則第５条第１項第２号の知事が定める軽微な変更は、補助金額に変更のないもので、次に掲げ

るものとする。 

（１）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的

な補助目的達成に資するものと考えられる細微の変更 

（２）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細微の変更 

 

（変更の承認の申請等） 

第８条 規則第５条第１項第１号及び第２号の規定による知事の承認を受けようとする者は、補助事

業変更承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）補助事業変更計画書（別紙１） 

（２）経費明細表及び資金調達内訳表（別紙２） 

（３）その他附属資料 

３ 規則第５条第１項第３号の規定による知事の承認を受けようとする者は、補助事業中止（廃止）



承認申請書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告書等） 

第９条 規則第１１条の実績報告書は、様式第４号による。 

２ 規則第１１条の知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業実績書（別紙３） 

（２）経費明細表及び資金調達内訳表（別紙４） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

３ 規則第１１条の規定による実績報告書は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日か

ら起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の２月１５日のいずれか早い

期日までに提出しなければならない。 

 

（補助金の請求） 

第１０条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書（様式第５号）に当

該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならない。 

 

（補助金の支払） 

第１１条 知事は、前条の補助金請求書を受理した後に、補助金を支払うものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第１２条 知事は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付決定者に

対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。 

２ 交付決定者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金請求書に規則

第６条の規定による通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 規則第１５条に定める場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、知事は当該補助金の

交付決定を取り消し、支払った補助金の返還を命じることができる。 

（１）偽り、その他不正な行為によって本補助金の支給を受けた場合 

（２）本補助事業に関する調査等を拒んだ場合 

 

（書類の保管） 

第１４条 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業完了の日又は廃止の承認を受

けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。 

 

（財産処分の制限） 

第１５条 規則第１７条の規定による知事の承認を受けようとする者は、取得財産等の処分承認申請

書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

２ 規則第１７条第２号及び第３号の知事が定める財産は、取得単価又は効用の増加価格単価５０万



円以上のものとする。 

３ 規則第１７条の知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が定め

る期間）とする。 

４ 知事は、規則第１７条の承認をする場合には、当該取得財産等が前項に定める期間を経過してい

る場合を除き、補助事業者が当該取得財産等の処分をすることにより収入があるとき又は当該取得

財産等に未償却残高が存するときは、その収入若しくは未償却残高の全部又は一部を県に納付させ

ることがある。 

 

（成果の発表等） 

第１６条 知事は、補助事業により行った事業の成果について必要があると認めるときは、補助事業

者にその成果を発表させることができる。 

２ 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後５年間、補助事業に係るその後の

取組み状況に関する調査に協力しなければならない。 

 

（雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年２月２４日から施行する。 

 

 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 補助率 補助上限額 

補助事業を遂行するに当たり必要な次の経費 

(1)人件費等（給与・報酬・謝礼に係る経費。ただし、補助対象経費の 

総額の 50%以内を対象とする） 

(2)旅費（出張等に係る交通費等の実費） 

(3)機械装置等費（機械装置その他備品の製作、購入又は借用に要する 

経費、付帯工事費、保守・改造修理費） 

(4)物品費（部品、資材、消耗品等の製作又は購入に要する経費） 

(5)委託費（外部の専門機関や共同研究企業への調査等委託費。ただし、 

補助対象経費の総額の 50%以内を対象とする） 

(6)その他（光熱水費、資料の印刷製本費、会議費、通信運搬費、物品 

等の借損及び使用、設備使用料、広報費、保険料、データ・権利等 

使用料等に係る経費） 

３分の２以内 

 

 

20,000 千円 

 備考 

（１）この表に掲げる経費であっても、過剰と見なされる経費、将来用、兼用及び予備用の経費並びに

補助対象事業以外において使用することを目的とした経費は補助対象としない。 

（２）補助対象経費は、当該補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の額を除いた額とする。ただし、

消費税法における納税義務者でない事業者及び簡易課税事業者については、この限りでない。 


